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１．学校施設の空調整備実績

事業年度 対象 事業手法 規模 供用開始

平成２６年度 小学校 直接施工 １５校 ３３２教室 平成２６年９月

平成２７年度 小学校

ＰＦＩ事業 ７１校 １，５２４教室 平成２７年９月

直接施工
※離島3中学校含む ３８校 ４５２教室

平成２８年度 中学校

ＰＦＩ事業 ５０校 ９２９教室 平成２８年９月

直接施工 ３校 ３５教室

小中学校計 １７７校 ３，２７２教室

特別教室空調整備PFI事業 2



２．特別教室空調整備の必要性

近年，猛暑や警報級の集中的な大雨などの異常気象が続いており

 猛暑のため特別教室での実験を控えるなど，授業に不都合が発生
 災害時には，教室を『福祉避難室』として活用
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特別教室への空調整備を実施

児童生徒が健康で快適に学習できる環境を整えるため
災害時により柔軟な対応を可能とするため

現 状

特別教室空調整備PFI事業

区分 学校数及び教室数（概数） 教室の種類

小学校 １３０校，５００教室 理科室，音楽室，図画工作室，家庭科室

中学校 ６０校，４００教室
理科室，音楽室，美術室，技術科室（金工室，木工室），
家庭科室（調理室，被服室）

合計 １９０校，９００教室



３．特別教室空調整備における課題及び事業手法
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課題

特別教室空調整備PFI事業

区分 学校数及び教室数（概数） 概要

ＰＦＩ（東部） ７０校，４００教室 施工及び維持管理（点検）の効率を考慮し，
市域を東部・西部に束ね，２事業として実施
・東部：東区，博多区，南区
・西部：中央区，城南区，早良区，西区

ＰＦＩ（西部） ７０校，４００教室

直接施工 ５０校，１００教室 離島や大規模改造工事等との工期が輻輳する学校

合計 １９０校，９００教室

（１）学校間の公平性を保つため，短期間での整備が必要

（２）長期・広範囲にわたって効率的な維持管理が必要

事業手法及び事業規模

課題解決のため，原則『ＰＦＩ(ＢＴＯ)事業』とし，一部『直接施工』を併用
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業務分類 業務項目 ＰＦＩ 直接施工

設計業務
施工業務

工事監理業務

 事前調査
 設計（設計図書の作成等）
 施工（設置工事，エネルギー関連の設備，

配管の整備等）
 工事監理
 所有権移転

民間 市

維持管理業務  保守管理（消耗品交換，点検，清掃，修繕等）
 緊急時対応
 法定点検業務

民間 市

エネルギー費用  エネルギー費用の負担
市 市

その他

（移設等業務）

 学校の移転や改修工事等により，移設，増設，
廃棄等が必要となった場合の業務

（当該業務に係る費用は，別途市が負担） 民間 市

４．ＰＦＩ事業概要（現時点での想定であり，今後変更の可能性があります）

特別教室空調整備PFI事業

①事業範囲
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４．ＰＦＩ事業概要（現時点での想定であり，今後変更の可能性があります）

特別教室空調整備PFI事業

②サービス対価の支払い

◎設計・施工等に係るサービス対価の支払形態
「一括払い」＋「分割払い」を想定

⇒所有権移転後に一括払い
（普通教室空調整備ＰＦＩ事業では８割を一括払い）

⇒残りの整備費は，事業期間に渡り分割払い

◎維持管理に係るサービス対価の支払い形態
年度ごとに支払うことを想定

③特別目的会社（ＳＰＣ）の設立

◎ＳＰＣの市内設置が必須
・会社法に定める株式会社であること
・構成員は必ず出資すること
・議決権割合は代表企業が最大，構成員全体で１／２を超えること



年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

時期 １２月 １～３月 ４～９月 １０～３月 ４～７月 ８～１１月 １２～３月
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４．ＰＦＩ事業概要（現時点での想定であり，今後変更の可能性があります）

特別教室空調整備PFI事業

④事業スケジュール

●実施方針等の公表

●特定事業の選定・公表

●入札公告

●事業契約の締結

事業者選定手続き

設計・施工

●事業者の決定・公表

●中学校
供用開始

●小学校
供用開始
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５．事業者公募に向けた基本的な考え方

特別教室空調整備PFI事業

（１）快適で健康的な室内環境の実現

・児童生徒が快適で健康的に学習できる室内環境の提供

・安全性や使いやすさにも配慮した空調環境を実現

・災害時における空調環境の継続提供に配慮した空調設備・
エネルギー方式等に関する提案

（２）安定したサービス提供のための事業実施計画

・確実性が高い収支計画・資金調達計画

・緊急時にも迅速かつ適切に対応できる体制の構築

（３）リスクへの適切な対応及び事業継続性の確保

・想定されるリスクを予め十分に検討した上での事業実施

・事業期間において資金不足に陥らないための仕組みを構築

①基本方針
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５．事業者公募に向けた基本的な考え方

特別教室空調整備PFI事業

（４）ＬＣＣの縮減

・空調設備の長寿命化，メンテナンスの省力化

・整備費，維持管理費及びエネルギー費用の縮減

（５）地場企業の活用・地域経済への貢献

・構成員及び協力企業としての市内業者の参画

・再委託，下請負の際における市内業者の積極的な選定

（６）環境への配慮

・脱炭素社会の実現に貢献

・学校及び周辺地域の環境への配慮

①基本方針
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５．事業者公募に向けた基本的な考え方

特別教室空調整備PFI事業

②重要視される要素

【事業実施】

 事業計画の妥当性（事業期間にわたる安定した事業実施能力）

 リスクへの適切な対応

 地場企業の活用・地域経済への貢献

【設備整備】

 空調設備の性能・エネルギー方式の特徴（災害時における空調環境の継続）

 設計・施工スケジュールの妥当性（早期整備の実現に向けた工程管理）

 安全性の確保

 環境への配慮

【維持管理】

 学校間で均質なサービス水準の確保

 故障等の緊急時における即応的・機動的な対応
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５．事業者公募に向けた基本的な考え方

特別教室空調整備PFI事業

③公募要件（概要） ※普通教室空調整備ＰＦＩ事業

 市内業者の事業参画要件を設定

 複数応募の禁止（東部地域，西部地域のいずれかにのみ応募可とした）

 ｢地場企業の活用｣について提案審査項目を設定（提案審査点の16％を配点）

① 代表企業を市内業者に限定

② 各業務ともに，少なくとも１社は市内業者が構成員又は協力企業として参画

③ 構成員及び協力企業の合計数のうち過半数が市内業者

公募結果

事業 代表企業 構成員 協力企業 備考

小学校(東部) 大橋エアシステム㈱ ２社 ３社 全社が地場企業（6社中6社）

小学校(西部) 空研工業㈱ ２社 ８社 １社を除き地場企業（11社中10社）

中学校(東部) 大橋エアシステム㈱ ２社 ３社 全社が地場企業（6社中6社）

中学校(西部) ㈱菱熱 ２社 ５社 全社が地場企業（8社中8社）
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５．事業者公募に向けた基本的な考え方

特別教室空調整備PFI事業

区分 学校数及び教室数（概数） 供用開始時期

ＰＦＩ（東部）

小学校 ４０校，２００教室 令和４年１２月

中学校 ３０校，２００教室 令和４年 ６月

合計 ７０校，４００教室

ＰＦＩ（西部）

小学校 ５０校，２００教室 令和４年１２月

中学校 ２０校，２００教室 令和４年 ６月

合計 ７０校，４００教室

④供用開始時期

※供用開始後，順次維持管理業務を開始
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６．普通教室空調整備ＰＦＩ事業との主な違い

①小学校及び中学校を併せて，東部・西部で束ねた事業

効率的な施工・維持管理が可能
※スケールメリット・業務の効率化による事業費の縮減を期待！！

②通年での施工

③想定エネルギー方式の公表

年間を通して平日の授業実施日に施工できるため，施工時期の平準化が可能
※騒音・振動が伴う作業は，授業への影響に配慮が必要！！

市が想定する各学校のエネルギー方式を公表
（受変電設備の容量からキュービクルの更新が不要な学校は，ＥＨＰを採用）

採用するエネルギー方式は，
「ＬＣＣの抑制」「エネルギー供給の安定性」「環境負荷」の観点から
最適な組み合わせを，事業者提案に委ねる
※災害時のリスク分散に配慮した空調機器・エネルギー方式等の提案を期待！！

植栽，花壇，既存設備等に影響を及ぼす場所への室外機等の設置を回避
※市の指示による植栽等の移設・機能復旧に必要な費用は，市が負担する！！

④室外機及び配管設備の設置場所への配慮



特別教室空調整備PFI事業 14 

７．引き続き市が検討している事項

①適切な事業費の積算

教室数，教室の配置，近年の市の発注実績，業界の動向等を踏まえた
適切な事業費を精査中

②効率的な供用開始時期及び引渡し時期

③提案書類作成の負担軽減

効率的な施工・維持管理が可能となる供用開始時期・引き渡し時期を検討中

提案項目や様式の見直しなど，入札参加者の負担が軽減できる
提案書類を検討中

事業者及び市の負担軽減を図るため，特別教室の用途・使用頻度等を考慮し，
モニタリング項目の見直しなど，効果的なモニタリング方法を検討中

④効果的な維持管理モニタリング方法



 特別教室空調整備ＰＦＩ事業への参画意向

 事業参画に向けたコンソーシアム組成の考え方（企業数等）

 供用開始時期及び引渡し時期に関すること

より効率的な施工・維持管理が可能となる引渡し時期について

 災害時のリスク分散に配慮した空調機器・エネルギー方式に関すること

提案が可能な空調機器の仕様，エネルギー方式について

 既存空調設備等との干渉等に関すること

普通教室空調整備ＰＦＩ事業で整備した設備（ガス管，ドレン管，

冷媒管，電気幹線，分電盤等）について

特別教室空調整備PFI事業 15 

８．『個別対話』意見交換

『個別対話』において，地場企業の皆様からご意見等を頂きたい事項
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９．学校空調PFI事業の動向と本事業の特徴

特別教室空調整備PFI事業

●全国では初となるPFI手法を用いた特別教室(※)のみへの空調導入
• 平成17年の京都市を皮切りにPFI手法を用いた普通教室への空調の一斉導入が開始
• 平成30年以降，PFI事業以外の手法も含めた一斉導入の流れが加速
• 多くの地域で設置が完了し，普通教室以外の学校施設への導入検討が進む
※ 一部地域においてはPFI事業で普通教室を整備する際に特別教室も併せて整備している。

自治体 対象 事業手法 事業者選定年度

京都市（京都） 小学校普通教室への一括導入 PFI(BTO)方式 平成17年度

長岡京市（京都） 小・中学校普通教室への一括導入 PFI(BTO)方式 平成19年度

川崎市（神奈川） 小学校普通教室・聾学校への一括導入 PFI(BTO)方式 平成20年度

神戸市（兵庫） 小学校普通教室等への一括導入 PFI(BTO)方式 平成26年度

福岡市（福岡） 小・中学校普通教室への一括導入
（小学校・中学校×東部・西部の4事業）

PFI(BTO)方式 小学校：H26年度
中学校：H27年度

豊田市（愛知） 小学校普通教室・特別教室等への一括導入 DB方式 平成30年度

木津川市（京都） 幼稚園，小・中学校への一斉導入
（普通教室，特別教室，管理諸室を含む）

PFI(BTO)方式 平成30年度

佐世保市（長崎） 幼稚園，小・中学校への一斉導入
（普通教室，図書室）

DB方式 令和元年度
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９．学校空調PFI事業の動向と本事業の特徴

特別教室空調整備PFI事業

●普通教室PFI事業と比較して１事業あたり学校数が増加
• 小学校/中学校，東部/西部の４事業で整備した普通教室PFI事業に対し，本事業では
東部/西部の２事業で整備を検討していることから，１事業あたりの学校数が増加

• 一方で各学校における特別教室の数は普通教室と比較して少ないことから，１現場
あたりの教室数は少数

●事業契約締結から施工期限は普通教室PFI事業より長い１年
• 一般的な普通教室PFI事業では，夏休みに一斉施工及び引渡しを行うため非常にスケ
ジュールが短期だが，本事業では，長期休業期間だけでなく授業日も利用した施工
を想定

自治体名 京都市 川崎市 福岡市（普教） 福岡市（特教）

対象教室
／学校数

小：約2,500教室
／156校

小：約1,930教室
／90校

小中：約2450教室
／121校（4事業合計）

小中：約800教室
／140校（2事業合計）

事業契約
締結時期

平成18年3月 平成21年3月 平成27年3月（小）
平成28年3月（中）

令和3年12月

施工期限 平成18年8月末 平成21年8月末 平成27年8月（小）
平成28年8月（中）

令和4年6月（中）
令和4年12月（小）
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10.提案内容の構成と評価項目との対応

業務実施概要（基礎提案）

事業実施に
関する提案

設備整備に
関する提案

維持管理に
関する提案

①提案内容の構成

○ 入札公告時に公表される書類のうち，様式集に求められる提案内容が記される

○ 求められる提案内容は，大きく分けると「基礎提案」と「課題提案」の２つの内容が求められる

基礎提案
各事業・各業務の実施スケジュールや実施体制，SPC設立計画書，資金調
達計画，モデル校詳細設計等，「本事業をどのように行うのか」を記した実施
計画で，課題提案の根拠となる内容

課題提案
落札者決定基準に示された評価項目に対応した視点による，具体的な考え
方や工夫等の提案を求める内容で，主に加点評価の対象となる部分

評価項目に対する提案（課題提案）

事業スケジュール，実施体制，
SPC設立計画書 等

スケジュール，体制，モデル校
詳細設計 等

スケジュール，体制 等

※評価項目，評価のポイントに対応
した提案を求められる内容

特別教室空調整備PFI事業
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②評価項目との対応

○ 提案内容のうち，落札者決定基準の「評価項目」と対応した提案内容（課題提案）
が主に加点評価対象となる

○ 加点評価を行うにあたって，基礎提案の内容を提案内容の根拠として確認し，提案
内容に齟齬がある場合は，質疑等により提案内容についての確認が行われ，入札参
加者からの回答を加味した上で評価が行われる

10. 提案内容の構成と評価項目との対応

普通教室PFI事業における具体例

【様式集の設備整備に関する提案書の内容抜粋】

【落札者決定基準に示された評価項目】

特別教室空調整備PFI事業
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○各校に導入する空調のエネルギー方式の考
え方

○災害時対応への配慮
等

③特別教室の空調整備事業で求められる具体的な提案内容（想定）

10. 提案内容の構成と評価項目との対応

○ 普通教室PFI事業を踏まえ，各校の空調導入に対する市の方針について，あらかじめ
明確化して示すことを想定している。

○人員・資材の確保の具体的方法
○SPCにおける市との窓口・統括責任者の配置の
考え方
○地場企業の活用・地域経済への貢献
○リサイクル材の利用等，環境への配慮

等

○施工における児童・生徒への安全配慮
○効率的な施工方法、スケジュール
○室外機設置場所の考え方
○学校運営への影響が最小限となる工夫
○既存空調設備等との干渉への工夫 等

○効率的な維持管理の考え方，工夫，具体的
方法

○普通教室PFI事業と混同しないための学校現
場に対する工夫 等

事業全体に係る事項 設備整備に係る事項

機器選定に係る事項 維持管理に係る事項

特別教室空調整備PFI事業
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11. モニタリングの仕組み

①学校空調ＰＦＩ事業におけるモニタリングの仕組み

○ 設計・施工段階で，業務水準（要求水準書及び事業提案書で示されている水準）が
満たされているかどうかは，市によって随時，チェックされる

○維持管理段階においては，ＳＰＣによるセルフモニタリングを実施し，セルフモニタリ
ングの結果報告を受けて，市によるモニタリングが行われる

○市によるモニタリングにおいて業務水準の維持を確認できなければペナルティがある

設計

施工

維持管理

市：設計図書，完工
確認時の書類等によ
るモニタリング
SPC：工事監理等に
よるモニタリング

SPC：セルフモニタリング 市によるモニタリング

月次報告書，年度事業実績報告書

特別教室空調整備PFI事業

※業務水準の考え方
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11. モニタリングの仕組み

②維持管理段階のモニタリングに係る計画書・報告書の作成

○ ＳＰＣは，維持管理期間が始まる前に，維持管理業務やモニタリング方法，報告の方
法等の維持管理業務計画書を作成し，市が承認する

○ 各年度の初めに当該年度の計画を示した年間事業計画書を作成し，市が承認する

○ ＳＰＣは計画書の内容に従って，維持管理業務，セルフモニタリングを行い，セルフモ
ニタリングの結果を月次・年度毎に市へ報告する

○ 市は，提出される報告書を用いて，モニタリングを実施する

維持管理
業務
計画書
（初年度）

市承認 年間事業
計画書
（毎年度）

市承認

月次
報告書

年度
業務実績
報告書
（毎年度）

……
報
告
書

計
画
書

初年度 維持管理期間 2年度目以降 維持管理期間

月次
報告書

年度
業務実績
報告書
（毎年度）

……

1箇月前

市：書類ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 市：書類ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

特別教室空調整備PFI事業
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11. モニタリングの仕組み

③市によるモニタリングの流れ

○ 市によるモニタリングは，まずは，事業者から提出された月次・年度毎の報告書の内
容に基づいて実施される（書類モニタリング）

○ 書類の正確性等の確認のため，必要に応じ，実地モニタリングが実施される

○ 市によるモニタリングの結果は，ＳＰＣに報告され指摘事項等があればあわせて通知
される

○ ＳＰＣが是正等に対応した後，市に対応内容について報告し，市が確認する

市

ＳＰＣ ＳＰＣによる
セルフモニタリング

市によるモニタリング
（書類モニタリング）

月次報告書の提出
年度事業実績報告書の提出

モニタリング結果
確認通知書の発行
（指摘事項）

改善措置 等

措置の報告

報告事項の確認
（場合により実地モニタリング）

特別教室空調整備PFI事業
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11. モニタリングの仕組み

④事業者によるセルフモニタリングで報告が求められる事項

○ 事業者によるセルフモニタリングは，市によるモニタリング項目を網羅している必要
がある

○ 市によるモニタリング項目の他に，ＳＰＣが事業をサービスの品質を保つために必要な
モニタリング項目があれば，提案することで，評価が高まる可能性がある

市による
モニタリング項目

SPCによる
セルフモニタリング項目

○ 少なくとも左記の項目が報告できるように，
適切な情報を収集できる仕組みを構築し各
報告書に整理

○ その他の項目として，独自のモニタリング項
目を提案することも可能

空調設備の性能

維持管理業務

財務

特別教室空調整備PFI事業
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